
回　　　　答

道路詳細設計（B）の補正は市街地、１～２車線、1km未満の距
離補正の他ないと考えてよろしいでしょうか。

電子成果品作成費（印刷製本費）について、内訳書には記載が
ありますが、経費一覧表においては「計上しない」とあります。電
子成果品作成費（印刷製本費）の計上方法をお教えください。

その通りです。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 三和町第9号線詳細設計委託

横断測量は曲線数：０、測量幅４５ｍ未満、測点間隔２０ｍと考
えてよろしいでしょうか。

質疑事項

豊中市では電子成果品としての納品を行っておりませんので、電子成果品
作成費は計上しておりません。
ただし、設計業務の直接人件費の2％を印刷製本費として計上しておりま
す。

No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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ご指摘の補正に加え、取付道路・付替水路・横断管渠等のいずれも設計し
ない場合として補正をしています。


